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災害対策に係る総合調整に関すること。

災害対策本部等に関すること。

地域防災計画に関すること。

防災会議に関すること。

防災訓練に関すること。

自主防災組織に関すること。

災害統計及び災害情報に関すること。

防災機器に関すること。

防災意識の普及啓発に関すること。

国民保護対策本部等に関する二と。

国民保護計画に関すること。

国民保護協議会に関すること。

室内の庶務及び経理に関すること。

その他防災及び危機管理に関すること。
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1災害対策本部等

に関すること

項

災害発生が予測される場合、又は発生

した場合において、迅速かつ的確に対応

するために、災害対策本部等の配備体制

をとっている。

また、新型コロナウイルス感染症等対

策の総合的な推進を図るため、対策本部

の総合調整や本部会議等を行っている。

2防災会議に関す

ること

内 容

3地域防災計画に

関すること

災害対策基本法第16条に基づき、関

係機関を含めた長崎市防災会議を設置

し、防災に関する基本方針の決定及び関

係機関との連絡調整を図っている。

令和2年度実績(令和元年度実績)

災害対策本部 2 回( 0回)

地震配備 0 回( 0回)

災害警戒本部 24.回.(1 0回)

災害警戒体制 41 回(23回)

新型コ叶ウイルス感染症

対策本部会議' 23 回(3回)
※新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づかない任意の会議を含む。

4.防災訓練に関す

ること

災害対策基本法第42条に基づき地

域防災計画を作成しており、毎年、内容

に検討を加え、必要がある場合は、修正

を行うこととしている。

概要・実績

5避難所の指定等

に関すること

、

総合防災訓練を実施し、防災関係機関

の緊密な連携を図るとともに、市民の防

災意識の高揚のために、運動会や祭りな

どに併せて、住民主休による地域防災訓

練の推進を行い、地域防災力の向上を図

つている。

(長崎市防災会議の構成)

市長長^
^

54人員委

指定緊急避難場所(広場)

災害対策基本法第49条の4に基づ
き指定するもので、災害発生時に一時的

に避難できる場所を確保している。

指定避難所(建物)

災害対策基本法第49条の7に基づ
き指定するもので、災害発生時に避難者

を必要な期間滞在させる施設を確保す

るとともに、運営及び環境改善を図って

いる。

防災に関する長崎市の処理すべき事務
及び長崎市の地域に係る公共的団体等

の防災に関して処理すべき業務等を災

害種別ごとに作成したもの

6情報伝達に関す

ること

(令和2年度実績)

総合防災訓練は、新型コロナウイルス感

染拡大の影響のため中止

市民に気象情報や災害情報を提供す

る防災行政無線等の維持管理を行って

いる。また、平成28年度から防災行政

無線のデジタル方式での更新に向けた

整備に取り組んでいる。

地域防災訓練

(令和2年度末現在)

指定緊急避難場所(広場)

174箇所

※令和2年度 23箇所追加

指定避難所(建物)

265箇所

防災行政無線と併せて、気隷情報や避

難情報等を提供する手段の整備及び周

知を図っている。

1 0 回

(令和2年度末現在)

防災行政無線放送設備
538箇所

・防災メール

・緊急、速報メール

・ホームページ

・ツイッター

・フェイスブック

・テレフォンサービス(0180-999-002)

・テレビのデータ放送(NBC)

・戸別受信機
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7国民保護計画に

関すること

項

8自主防災組織の

結成促進及び活

動活性化に関す

ること

武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律第35条に

基づき作成されており、修正の必要があ
る場合は、同法第39条により長崎市国

民保護協議会に諮問することとなって

いる。

内 容

自治会定例会や地域防災マップづく

りなどあらゆる機会を捉えて、自主的な

防災活動の必要性を説明し、結成促進を
図つている。

また、結成後は地域の実情に合わせた

防災訓練や地域の行事での防災啓発な

ど定期的な活動の提案を行っている。

545

9市民防災リーダ

一及びサポータ

ーの養成に関す

ること

(H21~)

(長崎市国民保護計画策定状況)

平成26年1月策定

(長崎市国民保護協議会の構成)
^

市長^

委 49人

年度

)自主

概要・実績

盾
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H23

結成率
(%)

助

来H30年度については、自治会の解散・統合により、累計を「3」減らしている

'

(令和2年度実績)

結成数

説明会実施数延べ1

(令和2年度末現在)

累計結成数

結成率

12

H24

地域防災の推進役となる市民防災リ

ーダーの養成講習会を実施している。
養成後は、ステップアップ講習会など

を実施し、リーダー問の情報共有や資質
向上を図っている。

また、令和元年度から防災サポーター

を新設し、更なる地域防災力の向上を図

つている。

の

成

393

7

40.1

1 0回
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33
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H26

433

35

H27

44

468

10 地域防災マップ

づくりに関する

57

47.3

H28

(参考)市民防災リーダー養成者数の推移

4自治会

8自治会

525

年度

43

53.2

H29

606

61

568

養成者搬

(H23~)

H21

15

57.8

H30

自治会

フ%

583

累計

(令和2年度実績)
養成者数 38人

新規養成講習 1回

(令和2年度末現在)

累計養成者数'1,234人

※防災サポーター講習は新型コロナウ
イルス感染症予防のため中止

H22

86

7

59.3

R元

地域住民が地域の危険箇所や避難所

などを確認しながら、地域防災マップを

作成し、完成したマップを全世帯に配布
している。また、作成から5年が経過し

ている自治会については、地域の実情に

応じたマップの見直しを提案している。

587

170

H23

86

15

60.1

R2

256

130

H24

602

61 4

4

386

102

H25

606

11 防災意識の普及

啓発に関するこ
と

61,フ

488

H26

90

(参考)地域防災マップづくり実施自治会数の推移

578

545

H27

82

年度

660

151

H28

実施数

81 1

H29

H23

87

累計

職員による防災講話等を実施するこ

とにより市民の防災意識の啓発を図っ

ている。

898

H24

86

H30

0

(令和2年度実ま劃

新規実施数

見直し実施数

(令和2年度末現在)

累計新規実施数

984

22

H25

112

R元

25

1,096

141

H26

1.00

R2

166

81

H27

1.196

38

247

157

H28

1,234

404

66

H29

0自治会

25 自j台会

470

38

H30

508

545 自j台会
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R元

(令和2年度実績)

防災講話等
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